
土地利用規制の概要・検討方針について

～令和３年の「特定都市河川浸水被害対策法」の
改正により新たに位置付けられた制度～
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第4回大和川流域水害対策協議会
【議題】・土地利用規制の概要・検討方針について

令和5年度 区域指定

第5回大和川流域水害対策協議会
【議題】・土地利用規制の指定予定地の公表

・今後の指定検討箇所の確認

これまでの経緯と今後のスケジュール（案）

R5. 

R5. 1

R4. 5 大和川流域水害対策計画策定（第3回大和川流域水害対策協議会[書面開催]）
・浸水被害対策の基本方針

気候変動の影響を踏まえ、概ね100年に1回発生しうる洪水などを念頭に、流域全体のあらゆる関係者が

協働し、流域一体で総合的かつ多層的な浸水被害対策を講じる。

・都市浸水想定

計画対象降雨は昭和57年8月降雨とする。

・貯留機能保全区域及び浸水被害防止区域の指定方針

R3.12 大和川が特定都市河川に指定

R4. 7 大和川流域における総合治水の推進に関する条例 改正

H30. 大和川流域における総合治水の推進に関する条例 施行

H31. 4 市街化編入抑制区域の指定、公表
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（案）

本日



① 貯留機能保全区域

◎農地等として保全されてきた土地の貯留機能を将来にわたって可能な限り保全

新たに位置づけられた土地利用規制制度

（貯留機能保全区域の指定等）
第五十三条 河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県知事等は、
流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる貯留機能保全区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水
想定を踏まえ、当該土地の区域のうち都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを貯留機能保全区域として指定することができる。

【指定方針】 ※大和川流域水害対策計画より抜粋

○都市浸水想定の区域やハード整備後においても浸水が想定される区域について、水田等

の土地利用形態や市街化編入抑制区域、住家の立地等の周辺の土地利用の状況等を考慮

したうえで指定

○先行して大和郡山市や川西町、田原本町などで区域の指定の検討

② 浸水被害防止区域

◎開発規制・建築規制を措置することで高齢者等の要配慮者をはじめとする住民
等の生命・身体を保護

（浸水被害防止区域の指定等）
第五十六条 都道府県知事は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水
害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他
の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物（居室を有するものに限る。）の建
築又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域として指定することができる。

【指定方針】 ※大和川流域水害対策計画より抜粋

○都市浸水想定を踏まえ、ハード整備後、水害リスクマップ等も参考として、現地の地盤の

起伏や市街化編入抑制区域、土地利用形態等を考慮したうえで指定

○先行して川西町や田原本町などで区域の指定の検討
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関係法令等 指定権者 対象区域

特定都市河川浸水被害対策法　第五十三条
（貯留機能保全区域の指定等）
　河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を一時
的に貯留する機能を有する土地の区域に係る都道府県知事等は、（中略）当
該土地の区域のうち都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められるもの
を貯留機能保全区域として指定することができる。

都道府県知事

河川沿いの低地や窪地等、河川の氾濫に伴
い侵入した水や雨水を一時的に貯留し、流
域における都市浸水の拡大を抑制する効用
があり、過去より農地等として保全されて
きた土地。

特定都市河川浸水被害対策法　第五十四条
（浸水被害防止区域の指定等）
　都道府県知事は、（中略）洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が
損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずる
おそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物
の建築又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域とし
て指定することができる。

都道府県知事
内水浸水想定（１／１００）
※重点地区

関係法令等 指定権者 対象区域

大和川流域における総合治水に関する条例　第十六条、第十七条
　県は、（中略）市街化編入抑制区域（市街化調整区域内の土地の区域で
あって、１０年につき１回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた
場合において想定される浸水深が５０センチメートル以上の土地の区域）を
指定することができる。

　県は、（中略）原則として、市街化編入抑制区域を新たに市街化区域とし
て定めないものとする。

県

市街化調整区域のうち、10年につき1回の
割合で発生するものと予想される降雨が生
じた場合において想定される浸水深が50セ
ンチメートル以上の土地

　○ 区域指定の目的および規制内容が法と条例で異なるため、条例で規定していた市街化編入抑制区域については条例改正後も従前どおり運用（法務文書課と協議済）

【規制内容】
　○原則として、新たに市街化区域に編入できない。
【区域指定に係る手続】
　○県が指定、公表

目的

浸水リスクのある土地の区域を可視化するこ
とで、浸水の危険性のある区域における市街
化を抑制し、将来の浸水被害に対する安全性
を確保するための制度。

規制内容・手続

【規制内容】
　○届出…区域内の土地において盛土、塀の設置等を実施する場合、事前に都道府県知事等に届出が必要
　○助言…届出に対して必要な助言または勧告をすることができる
  【支援内容】
　○固定資産税等の減税…貯留機能保全区域の指定を受けている土地について、市町村が条例を定めることで固定資産税及び
　　　都市計画税を減税する特例措置が適用できる。
【区域指定に係る手続】
　土地の所有者の同意（書面）、市町村長への意見聴取を経て知事が指定

目的
規制内容・支援制度・手続

【規制内容】
　○開発規制…住宅（非自己）・要配慮者施設等の盛土・切土等を伴う開発行為を対象に洪水等に対する土地の安全上必要な
　　　　　　　　　　措置を講じているか事前許可が必要
（都市計画法における開発の原則禁止の区域（レッドゾーン）に追加。また、防災集団移転促進事業の移転対象区域に追加。）
　○建築規制…住宅（自己・非自己）、要配慮者施設等の建築行為を対象に居室の床面を基準水位以上、洪水等に対して安全な
　　　　　　　　　　構造としているか等の事前許可が必要
　【支援内容】
　○水災害リスクのより低い地域への居住誘導や住まい方の空風に係る制度…居住者がまとまって集団で安全な地域に移転する制
度
　　が適用できる。また、既存建築物の居住者に対しても、個別住宅を対象とした移転や嵩上げ等の改修に係る財政支援を行う。
【区域指定に係る手続】
　○公告・縦覧（書面）、市町村長への意見聴取を経て知事が指定
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　河川沿いの低地や窪地等、河川の氾濫に伴
い侵入した水や雨水を一時的に貯留する機能
を面的に有し、浸水の拡大を抑制する効用が
発揮されている一団の土地は過去より農地等
として地域社会の中で保全されてきており、
将来にわたってその機能を維持していくこと
が望ましい。こうした土地の区域が元来有し
ている貯留機能を将来にわたって可能な限り
保全するため、盛土等の行為を事前に把握す
るとともに、必要な助言・勧告を行うことが
できる制度。

浸水被害
防止区域

流域一体的な対策を講じてもなお浸水被害が
頻発する危険な地域等においては、水防法に
よる警戒避難体制の整備のみでは高齢者等の
よう配慮者の生命・身体を保護することが極
めて困難であり、生命・身体の保護のための
必要最低限の開発規制、建築規制を措置する
ことができる制度。

盛土等の事前届出

新たに市街化区域に編入しない

区域指定に伴う法的整理

固定資産税の減税

開発規制・建築規制 移転・嵩上げ等の改修費補助
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各区域における候補地抽出基準（案）

■ 市街化編入抑制区域 ■ 都市浸水想定（ハード整備後）

凡 例

―：河川

■：市街化編入抑制区域

■：浸水深0.5m～3.0m

■：浸水深0.5m未満

□：農用地区域

【参考】市街化編入抑制区域・都市浸水想定・内水浸水想定

（浸水深0.5m以上）

地形条件 対象降雨 家屋あり 家屋なし 市街化区域 市街化調整区域

市街化編入抑制区域 浸水深50cm以上 １／１０ ○ ○ － ○

条件 家屋 都市計画区域

■ 内水浸水想定（現況）

凡例
○：対象になる
ー：対象外

■ 候補地抽出基準（案）

■ 市街化編入抑制区域

[対象降雨：1/10] [対象降雨：S57実績] [対象降雨：1/100]

【考え方】
○貯留機能保全区域
流域水害対策計画で定められた指定方針に基づく。

○浸水被害防止区域
流域水害対策計画で定められた指定方針に基づく。さらに、奈良県平成緊急内水対策事業（1/100目標）を実施する重点地区においては、
内水浸水想定（1/100） の区域を対象とする。

凡例
○：対象になる
ー：対象外

４

※ 重点地区

地形条件 対象降雨 家屋あり 家屋なし 市街化区域 市街化調整区域

貯留機能保全区域 河川沿いの低地や窪地等 都市浸水想定（Ｓ５７実績） － ○ ○ ○

浸水被害防止区域 浸水深50cm以上 重点地区…内水浸水想定（１／１００）※ ○ ○ ○ ○

条件 家屋 都市計画区域

※ 重点地区以外は都市浸水想定（Ｓ５７実績）



区域指定の方針とフロー（案）

■ 貯留機能保全区域
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【地区ごとの貯留機能保全区域（案）の作成】

国、県及び当該市町村が連携し、指定に係る事前調整

土地の所有者、利害関係者、周辺住民等の理解を深め、
指定に係る事前の合意形成を図る
・地元説明会の開催
・土地所有者等の間で主体的な意見交換や議論ができる
ワーク ショップ等の機会の提供

・指定対象となる土地の検討過程や当該区域の指定の
意義･効用の共有
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【地区ごとの浸水被害防止区域（案）の作成】

国、県及び当該市町村が連携し、指定に係る事前調整

土地の所有者、利害関係者、周辺住民等の理解を深め、
指定に係る事前の調整を図る
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住民・利害関係人
による意見書提出
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■ 浸水被害防止区域

【方針】
・大和川流域水害対策計画

に記載のとおり、先行し
て大和郡山市、川西町、
田原本町で候補地を抽出

【方針】
・大和川流域水害対策計画

に記載のとおり、先行し
て川西町、田原本町で候
補地を抽出
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